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同
じ
世
帯
の
70
歳
以
上
で
、
国
保

　

加
入
者
の
前
年
中
の
収
入
金
額
が

　

一
定
未
満
の
と
き
は
、
申
請
に
よ

　

り
2
割
負
担
（
平
成
26
年
3
月
31

　

日
ま
で
1
割
）と
な
り
ま
す
。（
該

　

当
す
る
方
に
は
通
知
し
ま
す
）。

　

負
担
額
、
負
担
割
合
の
変
更
は
、

　

基
準
に
該
当
し
て
も
申
請
が
な
け

　

れ
ば
変
わ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
ま
た
は
収
入
額
に
変
更
が
あ

　

っ
た
と
き
は
、
負
担
割
合
が
変
わ

　

る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

※
受
給
者
証
は
1
年
ご
と
に
毎
年
8

　

月
1
日
の
更
新
に
な
り
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

お

し

ら

せ

（
建
設
環
境
課)

　

ご
み
の
分
別
方
法
に
つ
い
て
、
次

の
こ
と
に
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。

【
雑
草
】

　

土
を
き
ち
ん
と
払
い
落
し
、
土
が

付
い
て
い
な
い
状
態
で
袋
に
入
れ
、

可
燃
ご
み
の
回
収
日
に
集
積
所
へ
出

し
て
く
だ
さ
い
。

※
土
や
泥
は
混
入
さ
せ
な
い
で
く
だ

　

さ
い
。

【
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
】

　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
は
、
飲
料
、
酒

類
、
し
ょ
う
ゆ
が
入
っ
て
い
た
も
の

で
、
無
色
透
明
な
も
の
の
み
で
す
。

　

ラ
ベ
ル
と
キ
ャ
ッ
プ
を
き
ち
ん
と

（
町
民
税
務
課
）

　

国
民
健
康
保
険
で
は
70
歳
か
ら
74

歳
ま
で
の
被
保
険
者
に
「
国
民
健
康

保
険
高
齢
受
給
者
証
」
が
交
付
さ
れ

て
い
ま
す
。

（
総
務
課
）

　

隣
保
事
業
（
生
活
相
談
員
）
に
よ

る
生
活
相
談
（
人
権
・
福
祉
・
教
育
・

就
業
等
）
を
実
施
し
て
い
ま
す
。
個

人
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◯
相
談
場
所

　

◆
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

◆
堀
之
内
集
会
所

※
各
相
談
所
の
相
談
日
時
等
に
つ
い

　

て
は
、
ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー
ま
で

　

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◯
お
問
い
合
わ
せ

　

ふ
れ
あ
い
セ
ン
タ
ー

　

☎
（84）
３
５
９
５

分
別
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
色
付
き
の
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
洗
剤

　

や
油
が
入
っ
て
い
た
容
器
は
、
可

　

燃
ご
み
の
回
収
日
に
集
積
所
へ
出

　

し
て
く
だ
さ
い
。

【
か
ん
類
】

　

お
菓
子
の
缶
や
粉
ミ
ル
ク
の
缶
に

つ
い
て
は
、
不
燃
ご
み
と
な
り
ま
す

の
で
、
か
ん
類
に
混
入
さ
せ
ず
、
不

燃
ご
み
の
回
収
日
に
集
積
所
に
出
し

て
く
だ
さ
い
。

【
剪
定
枝
】

　

1
本
の
太
さ
が
５
㎝
以
下
、
束
ね

た
直
径
が
30
㎝
以
下
に
な
る
よ
う
に

束
ね
て
く
だ
さ
い
。

　

以
上
の
内
容
が
守
ら
れ
て
い
な
い

も
の
は
、
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

そ
の
他
、
ご
み
の
分
別
等
で
不
明

な
点
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
ご
み
収
集

カ
レ
ン
ダ
ー
で
の
確
認
、
ま
た
は
建

設
環
境
課
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

建
設
環
境
課　

生
活
環
境
Ｇ　

　

☎
(84)
３
６
１
８
（
直
通
）

　

現
在
交
付
さ
れ
て
い
る
高
齢
受
給

者
証
は
有
効
期
限
が
7
月
31
日
ま
で

と
な
っ
て
お
り
、
8
月
1
日
か
ら
使

用
す
る
高
齢
受
給
者
証
は
7
月
下
旬

に
発
送
予
定
で
す
。
8
月
か
ら
は
新

し
く
送
付
さ
れ
た
高
齢
受
給
者
証
を

ご
使
用
く
だ
さ
い
。

※
8
月
以
降
に
な
り
ま
し
た
ら
、
有

　

効
期
限
切
れ
の
高
齢
受
給
者
証
は

　

処
分
し
て
く
だ
さ
い
。

　

医
療
機
関
に
か
か
る
際
に
は
、
被

保
険
者
証
と
高
齢
受
給
者
証
を
一
緒

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
高
齢
受
給
者
証
と
は

○
対
象
者　

70
歳
か
ら
74
歳
ま
で
の

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
の
方

※
受
給
者
証
は
70
歳
の
誕
生
月
の
翌      

　

月
1
日
（
1
日
生
ま
れ
の
方
は
誕

　

生
月
）
か
ら
有
効
で
す
。
該
当
者

　

に
は
郵
送
で
高
齢
受
給
者
証
を
送

　

付
し
ま
す
。
75
歳
未
満
で
後
期
高

　

齢
者
医
療
被
保
険
者
の
方
は
対
象

　

か
ら
除
き
ま
す)

○
負
担
額

　

外
来
時
の
医
療
費
の
負
担
割
合

は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

・
2
割
（
平
成
26
年
3
月
31
日
ま
で

　

1
割
）
…
各
種
控
除
後
の
課
税
所

　

得
額
が
１
４
５
万
円
未
満

・
３
割
…
各
種
控
除
後
の
課
税
所
得

　

額
が
１
４
５
万
円
以
上
（
一
定
以

　

上
所
得
者
）

※
負
担
割
合
は
毎
年
判
定
し
ま
す
。

※
3
割
負
担
と
な
っ
た
人
の
う
ち
、

ご
み
の
出
し
方
の

注
意
点
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険

高
齢
受
給
者
証
の
送
付
の

お
知
ら
せ

生
活
相
談
の
お
知
ら
せ


